
 
⼀般社団法⼈⽇本 EMDR 学会 定款 
 
第１章 総則 
（名称） 
第１条 当法⼈は、⼀般社団法⼈⽇本 EMDR 学会と称する。 
（主たる事務所） 
第２条 当法⼈は、主たる事務所を兵庫県加東市下久⽶９４２番地１兵庫教育⼤学発達⼼理

臨床研究センター市井研究室内に置く。 
（公告の⽅法） 
第３条 当法⼈の公告は、当法⼈の主たる事務所の公衆に⾒やすい場所に掲⽰する⽅法に

よる。 
（⽬的） 
第４条 当法⼈は、保健医療、福祉、教育その他の分野において、⼼理学に関する専⾨的

知識及び技術をもって EMDR の教育教授、臨床的応⽤、学術的研究、技法の向上
を推進し、EMDR 国際協会の承認のもと、EMDR 国際協会及び世界各地域におけ
る⽬的を同じくする団体と協調し、⽇本における EMDR の進歩、発展、健全な普
及に寄与することを⽬的とする。 

（事業） 
第５条 当法⼈は、前条の⽬的を達成するため、次の事業を⾏う。 

（１） ⽇本 EMDR 学会認定資格取得のためのトレーニングの開催 
（２） ⽇本における EMDR トレーニングや資格等に関する基準の策定及び認定 
（３） 継続研修会、地区別勉強会等の開催および後援 
（４） 学術発表のため年次⼤会及び総会の開催 
（５） 学術論⽂発表のための機関誌「EMDR 研究」その他刊⾏物の発⾏ 
（６） 会員相互の情報交換、交流に関する事業 
（７） セミナー及び講演会等の開催 
（８） EMDR の健全な普及のための事業 
（９） 物品販売事業 
（10） ⼈道的⽀援プログラム（HAP） 
（11） その他当法⼈の⽬的達成のために必要な事業 

（機関） 
第６条 当法⼈には、代議員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。 
 
第２章 会員、代議員及び社員 
（種別） 
第７条 当法⼈に次の 4 種の会員を置き、正会員から選出された代議員をもって⼀般社団

法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律(以下「法⼈法」という。)上の社員とする。 
（１）正会員 当法⼈の⽬的に賛同し、EMDR に関⼼をもつ個⼈であって、次の



条件の⼀つを持つ者とする。 
ⅰ）当法⼈の認定するベーシックトレーニングの初級の部分を修了した者 
ⅱ）当法⼈が EMDR トレーニングと同等と認定した⼤学院の授業単位を取
得し、⼊会資格を満たす者 
ⅲ）理事会において定める基準により前２項と同等と認められる経験がある
と認められた者 

（２）準会員 当法⼈の⽬的に賛同し、正会員となる資格を得る意思のある者（ベ
ーシックコンサルを修了していない者を含む） 

（３）研究会員 臨床には携わらないが、EMDR の研究に興味のある者 
（４）賛助会員 当法⼈の⽬的に賛同した個⼈、法⼈及び団体 

（⼊会） 
第８条 当法⼈の成⽴後、会員となるには、当法⼈の資格審査委員会の承認を得なければ

ならない。 
２ 資格審査委員会は、理事会において別に定める基準により、⼊会を審査し、決定

し、これをその者に書⾯⼜は電磁的⽅法をもって通知する。⼊会を認めない時は、
理事⻑は、本⼈に対し、速やかに、理由を付して書⾯⼜は電磁的⽅法をもってそ
の旨を通知しなければならない。 

３ 準会員、研究会員及び賛助会員となろうとする者は、正会員の推薦を得て、⼊会
審査を受けるものとする。 

（⼊会⾦及び会費） 
第９条 当法⼈の事業活動に経常的に⽣じる費⽤に充てるため、会員は⼊会費及び会費を

⽀払うものとし、その⾦額は、会員種別ごとに、代議員総会の決議で定める。 
（会員の資格喪失） 
第１０条 会員は，次の事由によってその資格を喪失する。 

（1）退会したとき 
（2）本⼈が死亡、⼜は解散したとき 
（3）継続して 3 年以上会費等を滞納したとき 
（4）除名されたとき 
 

（退会） 
第１１条 会員は、所定の退会届を理事⻑に提出することにより、任意にいつでも退会す

ることができる。 
（除名） 
第１２条 会員が次の各号の⼀に該当するときは、代議員総会の決議により、資格停⽌あ

るいは除名することができる。ただし、その会員に対し、決議に先⽴ち、弁明
の機会を与えなければならない。 
(1)  この定款等に違反したとき 

（2）当法⼈の倫理綱領に著しく違反したと認められるとき 
（3）当法⼈の名誉を傷つけ、⼜は⽬的に反する⾏為をしたとき 
（4）当法⼈に著しく損害を与えたと認められるとき 



２ 会費の滞納による会員の資格の停⽌・喪失は、理事会で審議決定する。 
（会員資格停⽌・喪失に伴う権利及び義務） 
第１３条 会員がその資格を喪失したときは、当法⼈に対する会員としての権利を失い、

義務を免れる。ただし、未履⾏の義務は、これを免れることはできない。 
2 当法⼈は、会員がその資格を喪失しても、既納の⼊会⾦、会費及びその他拠出⾦

品は、これを返還しない。 
３ 理事・代議員⼜は監事である会員が、会員の資格を停⽌・喪失したときは、当
然に理事・代議員⼜は監事の資格を停⽌⼜は失うものとする。 

（会員名簿） 
第１４条 当法⼈は、会員の⽒名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法⼈の主たる

事務所に備え置くものとする。 
２ 当法⼈の会員に対する通知⼜は催告は、会員名簿に記載した住所⼜は会員が当

法⼈に通知した居所にあてて⾏うものとする。ただし、会員の承諾がある場合に
は、電磁的⽅法により通知⼜は催告を⾏うことができる。 

（代議員の定数、職務、任期、選任及び解任） 
第１５条 当法⼈は、概ね正会員 20 名の中から１名の割合をもって選出される代議員を置

く。 
２ 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を⾏う。代議員選挙は、別に

定める細則に基づいて⾏う。 
３ 前項の代議員選挙において、正会員は等しく代議員を選挙する権利を有する。 
４ 代議員の任期は、選任後 ４ 年とし、代議員選挙が⾏われた年の２⽉１⽇から４

年後の１⽉３１⽇までとする。ただし、代議員が代議員総会決議取消しの訴え、
解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え（法⼈法第 266 条第 1 項、第 
268 条、第 278 条、第 284 条）を提起している場合（法⼈法第 278 条第 1 項に規
定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。）には、当該訴訟が締結するま
での間、当該代議員は法⼈法による社員たる地位を失わない。ただし、当該代議
員は、役員の選任及び解任（法⼈法第 63 条及び第 70 条）並びに定款変更（法⼈
法第 146 条）についての議決権を有しないこととする。 

５ 第２項の代議員選挙は、４年に１度、１⽉１⽇から１⽉３１⽇の間に実施する。 
６ 代議員が次の各号のいずれかに該当するときは、代議員総会の決議により解任す

ることができる。ただし、議決に先⽴ち、当該代議員に弁明の機会を与えなけれ
ばならない。 
（1）⼼⾝の故障のため職務の執⾏に堪えないと認められるとき 
（2）職務上の義務違反その他代議員たるにふさわしくない⾏為があると認めら

れるとき 
７ 代議員は、前項の代議員の解任決議によって、当然に当該代議員の法⼈法による

社員たる地位を失うものとする。 
８ 正会員は、法⼈法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員たる社員と同様

に当法⼈に対して⾏使することができる。 
（1）法⼈法第 14 条第 2 項の権利（定款の閲覧等） 



（2）法⼈法第 32 条第 2 項の権利（社員名簿の閲覧等） 
（3）法⼈法第 50 条第 6 項の権利（社員の代理権証明書⾯等の閲覧等）- 
（4）法⼈法第 51 条第 4 項の権利（社員の議決権⾏使書⾯の閲覧等） 
（5）法⼈法第 52 条第 5 項の権利（電磁的⽅法による議決権⾏使記録の閲覧等） 
（6）法⼈法第 57 条第 4 項の権利（社員総会の議事録の閲覧等） 
（7）法⼈法第 58 条第 3 項の権利（書⾯決議等の閲覧等） 
（8）法⼈法第 129 条第 3 項の権利（計算書類等の閲覧等） 
（9）法⼈法第 229 条第 2 項の権利（清算法⼈の貸借対照表等の閲覧等） 
（10）法⼈法第 246 条第 3 項，第 250 条第 3 項及び第 256 条第 3 項の権利（合併

契約等の閲覧等） 
 
第３章 代議員総会 
（代議員総会の構成） 
第１６条 当法⼈の代議員総会は、代議員をもって構成する。 
   ２ 代議員総会をもって、法⼈法上の社員総会とする。 
（権限） 
第１７条 代議員総会は，次の事項について決議する。 

（1）⼊会⾦及び会費の額 
（2）会員の資格停⽌及び除名 
（3）代議員の解任 
（4）理事及び監事の選任⼜は解任 
（5）事業計画・事業報告および計算書類等の承認 
（6）定款の変更 
（7）解散及び残余財産の処分 
（8）社員総会で決議するものとして法令で定められた事項 
(9)  この定款で代議員総会で決議するものとして定められた事項 
(10) 理事会が代議員総会に付議した事項  

（開催） 
第１８条 代議員総会は、定時代議員総会として毎事業年度終了後３ヶ⽉以内に開催する。 

２ 臨時代議員総会は次の各号の⼀に該当する場合に開催する。 
(1) 理事会が必要と認め招集を決定したとき 
(2) 代議員総数の 5分の 1 以上から会議の⽬的である事項を記載した書⾯⼜は電
磁的⽅法をもって招集の請求があったとき。 

（招集） 
第１９条 代議員総会は、理事会の決議に基づき理事⻑が招集する。理事⻑に事故若しく

は⽀障があるときは、予め定めた順位により他の理事がこれを招集する。 
２ 理事⻑は、前条第 2 項第 2 号の規定による請求があったときは、その⽇から７

⽇以内に臨時代議員総会を招集する旨を発しなければならない 
３ 代議員総会を招集するときには、少なくとも会⽇より 7 ⽇前までに、各代議員

に対して招集を発するものとする。 



４ 前項にかかわらず、代議員総会は、代議員全員の同意があるときは、総会に出
席しない代議員が書⾯⼜は電磁的⽅法により議決権を⾏使することができる場
合を除き、招集⼿続を経ずに開催することができる。 

（議⻑） 
第２０条 代議員総会の議⻑は、出席した代議員の中から選出する。 
（定⾜数） 
第２１条 代議員総会は代議員数の 2分の 1 以上の出席がなければ開催できない。 
（議決権） 
第２２条 代議員総会における議決権は、1 代議員につき 1 個とする。 
（決議） 
第２３条 代議員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出

席した当該代議員の議決権の過半数をもって⾏う。可否同数のときは、議⻑の
決するところによる。 

２ 前項の決議について特別の利害関係を有する代議員は、決議に加わることができ
ない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の議決権の 3 分の 2 以上に当
たる多数をもって⾏う。 
（1）会員の資格停⽌及び除名 
（2）代議員，理事及び監事の解任 
（3）定款の変更 
（4）解散 
（5）その他法令⼜は定款で定められた事項 

４ 代議員総会に出席することができない代議員は、あらかじめ通知された事項につ
いて、他の代議員を代理⼈として表決を委任することができる。 

（議事録） 
第２４条 代議員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな

らない。 
(1)⽇時及び場所 
(2)代議員総数、出席者数（書⾯表決者または表決委任者がある場合にあっては、

その数を付記すること。） 
(3)審議事項 
(4)議事の経過の概要及び議決の結果 
(5)議事録署名⼈の選任に関する事項 

２ 議事録には、議⻑及びその会議で選任された議事録署名⼈ 2 名以上が署名、押
印し、 10 年間当法⼈の主たる事務所に備え置くものとする。 

 
第４章 役員 
（役員の設置） 
第２５条 当法⼈には，次の役員を置く。 

（1）理事 20 名以上 30 名以下 



（2）監事 ２名以上 3名以下 
   ２ 理事のうち 7名以上 15名以下を常任理事とする。 
（理事及び監事の選任及び資格）- 
第２６条 当法⼈の理事は、当法⼈の代議員の中から選任する。ただし、必要があるとき

は、総代議員の過半数の同意をもって、代議員以外の者から選任することを妨
げない。なお、理事の選出については、別に定める細則に基づいて⾏う。 

２ 理事である代議員が、代議員の資格を喪失したときは、当然に理事の資格を失
う。 

３ 当法⼈の監事は、当法⼈の正会員の中から選任する。 
４ 監事は理事⼜は当法⼈の職員を兼ねることはできない。 

（理事及び監事の任期） 
第２７条 理事の任期は、選任後 ２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時代議員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 
２ 監事の任期は、選任後 ４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時代議員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 
３ 増員⼜は補⽋により選任された理事の任期は、前任理事⼜は他の在任理事の任
期の満了する時までとする。 

４ 補⽋の監事の任期は、前任監事の任期の満了する時までとする。 
５ 理事⼜は監事は、第 22 条に定める定数に⾜りなくなるときは、任期の満了⼜は
辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事⼜は監
事としての権利義務を有する。 

（代表理事及び役付理事の選定） 
第２８条 当法⼈は、理事会の決議によって、理事の中から代表理事 1 名を選定する。 

２ 代表理事を理事⻑とする。 
３ 理事の中から、理事会の決議により、副理事⻑２名以内を選定することができ

る。 
４ 理事の中から、理事⻑は常任理事を指名する。 

（理事及び理事⻑の職務及び権限） 
第２９条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執

⾏する。 
２ 理事⻑は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法⼈を代表し、その業

務を執⾏する。 
３ 理事⻑に事故若しくは⽀障があるときは、予め理事会で定めた順位により、他

の理事が理事⻑を代⾏する。 
（監事の職務及び権限） 
第３０条 監事は、次に掲げる職務を⾏う 

(1) 理事の職務の執⾏を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成
する。 

(2) 当法⼈の財産の状況を監査すること 
(3) 前 2 号の規定による監査の結果、当法⼈の業務⼜は財産に関して不正の⾏



為⼜は法令若しくは定款に違反する重⼤な事実があることを発⾒した場合に
は、これを理事会に報告すること 

(4) 理事の業務執⾏の状況⼜は当法⼈の財産の状況について、理事に対し意⾒
を述べ、若しくは理事会を招集することを求めること 

２ 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、当法⼈の業務
及び財産の状況の調査をすることができる。 

（報酬等） 
第３１条 当法⼈の理事及び監事は、無報酬とする。 

２ 理事及び監事には、その職務を⾏うために要する費⽤を⽀弁することができる。 
 
第５章 理事会 
（構成） 
第３２条 当法⼈に理事会を置く。 

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 
（権限） 
第３３条 理事会は，次の職務を⾏う。 

（1）当法⼈の業務執⾏の決定 
（2）理事の職務の執⾏の監督 
（3）理事⻑の選定及び解任 

２ 理事は、４ヶ⽉を超える間隔で２回以上、⾃⼰の職務の執⾏の状況を理事会に
報告しなければならない。 

（開催） 
第３４条 理事会は次の各号の⼀に該当する場合に開催する 

(1)理事⻑が必要と認めたとき 
(2)理事から会議の⽬的である事項を定めて、理事⻑に対し招集の請求があっ

たとき 
（招集） 
第３５条 理事会は、理事⻑が招集し、会⽇の 7 ⽇前までに各理事及び各監事に対して、

会議の⽇時、場所、⽬的及び審議事項を記載した書⾯⼜は電磁的⽅法により招
集の通知を発するものとする。ただし，緊急の場合にはこれを短縮することが
できる。 

２ 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは，招集⼿続を経ずに開催す
ることができる。 

（議⻑） 
第３６条 理事会の議⻑は、理事⻑がこれに当たる。ただし、理事⻑に事故若しくは⽀障

があるときは、予め理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるもの
とする。 

（決議） 
第３７条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって⾏う。可否同数

のときは、議⻑の決するところによる。 



２ 理事会は、法令及びこの定款に定めるもののほか、次の事項を議決する 
（１） 代議員総会に付議すべき事項 
（２） 代議員総会の議決した事項の執⾏に関する事項 
（３） その他代議員総会の議決を要しない会務の執⾏に関する事項 

３ 決議について特別の利害関係を有する理事は，決議に加わることができない。 
４ 第１項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の⽬的である事項について提案

をした場合において、当該提案につき理事の全員が書⾯⼜は電磁的⽅法により同
意の意思表⽰をしたとき（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）
は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 

（理事会議事録） 
第３８条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議

事録を作成しなければならない。 
（１） ⽇時及び場所 
（２） 理事総数、出席者数及び出席者⽒名（書⾯表決者にあっては、その
旨を付記すること。） 
（３） 審議事項 
（４） 議事の経過の概要及び議決の結果 
（５） 議事録署名⼈の専任に関する事項 

２ 理事会議事録には、代表理事及び監事が署名、押印しなければならない。 
（常任理事会） 
第３９条 当法⼈に常任理事会を置き、理事⻑、副理事⻑及び常任理事をもって構成する。 
   ２ 常任理事会に関し必要な事項は、理事会において別に定める。 
 
第６章 資産及び会計 
（資産の構成） 
第４０条 この法⼈の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

（１）設⽴当初の財産⽬録に記載された資産 
（２） ⼊会⾦及び会費 
（３）寄付⾦品 
（４）財産から⽣じる収⼊ 
（５）事業に伴う収⼊ 
（６）その他の収⼊ 

(資産の区分) 
第４１条 当法⼈の資産は、これを分けて当法⼈の⾮営利活動に係る事業に関する資産及

びその他の事業に関する資産の 2種とする。 
（資産の管理） 
第４２条 当法⼈の資産は、理事⻑が管理し、その⽅法は代議員総会の決議を経て理事⻑

が別に定める。 
（会計の区分） 
第４３条 当法⼈の会計は、これ分けて⾮営利活動に係る事業に関する会計及びその他の



事業に関する会計の 2種とする。 
（事業年度） 
第４４条 当法⼈の事業年度は，毎年１⽉１⽇に始まり１２⽉３１⽇に終わる。 
（事業計画及び収⽀予算） 
第４５条 当法⼈の事業計画書、収⽀予算書については、理事⻑が作成し、理事会の決議

を経て、定時代議員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合
も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、次の事業年度が終了するまでの間備え
置き、会員の閲覧に供するものとする。 

（事業報告及び決算） 
第４６条 当法⼈の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事⻑が次の書類

を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の決議を経て、定時代議員総会の
承認を受けなければならない。 
（1）事業報告 
（2）事業報告の附属明細書 
（3）貸借対照表 
（4）損益計算書（正味財産増減計算書） 
（5）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 
（6）財産⽬録 

２ 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 10 年間備え置き、会員の閲覧に
供するとともに、定款及び代議員名簿を主たる事務所に備え置き、会員の閲覧に
供するものとする。 
（1）監査報告 
（2）理事及び監事の名簿 
（3）理事及び監事の報酬等の⽀給の基準を記載した書類 
（4）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要な

ものを記載した書類 
（剰余⾦） 
第４７条 当法⼈は、剰余⾦の分配を⾏うことができない。決算上余剰⾦が⽣じたときは、

次事業年度に繰り越すものとする。 
（臨機の措置） 
第４８条 予算をもって定めるもののほか、借⼊⾦の借⼊その他新たな義務の負担をし、

⼜は権利の放棄をしようとするときは、代議員総会の議決を経なければならな
い。 

 
第７章 解散 
（解散の事由） 
第４９条 当法⼈は、次に掲げる事由によって解散するものとする。 

（１）代議員総会の決議 
（２）代議員が⽋けたこと 



（３）合併（合併により当法⼈が消滅する場合） 
（４）破産⼿続開始の決定 
（５）解散を命ずる裁判 

（残余財産の帰属） 
第５０条 当法⼈が清算をする場合において有する残余財産は、代議員総会の決議を経て、

公益社団法⼈及び公益財団法⼈の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法
⼈⼜は国若しくは地⽅公共団体に贈与するものとする。 

 
第８章 事務局 
（事務局） 
第５１条 当法⼈は、事務を処理するために、事務局を設置する。 

2 事務局には、事務局⻑及び所要の職員を若⼲名置く。 
3 事務局⻑は正会員の中から選任する。 
4 事務局⻑及び事務局職員は、理事会の承認を経て、理事⻑が任免する。 
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。 

 
第９章 附則 
（委任） 
第５２条 この定款に定めるもののほか、この法⼈の運営に関する必要な細則は、理事会の

議決により、理事⻑が別に定める。 
（最初の事業年度） 
第５３条 当法⼈の最初の事業年度は、当法⼈の成⽴の⽇から令和７年１２⽉３１⽇まで

とする。 
(設⽴時社員) 
第５４条 当法⼈の設⽴時社員は，第７条及び第８条の規定にかかわらず，次のとおりと

する。 
      設⽴時社員 

住 所 神⼾市灘区福住通８丁⽬１番２−７０３号 
⽒ 名 市井雅哉 
 
住 所 東京都港区南⻘⼭ 4丁⽬ 9番 28 号 
⽒ 名 滝⽥（菊池）安希⼦ 
 

（設⽴時理事、設⽴時代表理事及び設⽴時監事） 
第５５条 当法⼈の設⽴時理事、設⽴時代表理事及び設⽴時監事は，第 25 条，第 26 条及

び第 28条の規定にかかわらず，次のとおりとする。 
        設⽴時理事  市井雅哉 

設⽴時理事  滝⽥（菊池）安希⼦ 
設⽴時理事     天野⽟記 
 



      設⽴時代表理事  神⼾市灘区福住通８丁⽬１番２−７０３号 
市井雅哉 

   
設⽴時監事     檜原広⼤ 
 

（設⽴時事業計画、活動予算） 
第５６条 当法⼈の設⽴当初の事業計画及び活動予算は、第 45条の規定にかかわらず、設

⽴総会の定めるところによるものとする。 
 
（定款に定めのない事項）  
第５７条 本定款に定めのない事項については、すべて法⼈法その他の法令の定めるとこ

ろによる。  
 
 


